
令和２年３月１２日 

 

 

 保護者 様  

 

さいたま市教育委員会教育長                          

 

 

さいたま市の小・中・高等・中等教育学校においては、３月１３日（金）まで臨時

休業としたところでございますが、３月１０日（火）の文部科学大臣の会見や専門家

の意見等を踏まえ、下記のとおり臨時休業を継続いたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況等に応じて変更することがあります

ので御了承ください。引き続き、御理解、御協力をいただきますよう、よろしくお願

いいたします。  

 

記 

 

１ 臨時休業期間について 

高等学校：令和２年３月１４日（土）から３月２２日（日）まで 

※ ３月２３日（月）修了式を実施します。学校からの通知を御覧ください。 

 

２ 臨時休業期間の登校日、修了式について 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」における、集団感染 

を避けるための３つの原則、「①換気を励行する」「②人の密度を下げる」「③ 

近距離での会話や発声などを避ける」ことに留意して、学校での活動を実施いた 

します。登校時間については学校からの通知を御覧ください。 

 

３ 臨時休業期間中の感染拡大防止の措置に向けた注意事項について 

（１）学校での活動は、１時間程度で行い、下校させます。 

（２）登校前に健康観察と検温を行い、３７．５度以上の発熱や咳などの風邪様症 

状がある場合は、登校せず家庭で休養させてください。この場合は公欠とし、欠

席とはなりません。また、保護者の判断により感染症予防のために欠席する場合

も公欠とし、欠席とはなりません。 

（３）登下校並びに学校での教育活動の間は、お子様にマスクを着用するよう御指 

  導ください。 

 

 

 

 



４ 臨時休業期間中の過ごし方について 

（１）臨時休業中もお子様の体温の測定は毎日実施していただき、健康状態を確認 

してください。また、お子様に風邪様症状が出た場合は、かかりつけの医療機関

へ連絡して医療機関の指示に従い、受診してください。 

（２）お子様は原則として、家の中で過ごすよう指導してください。健康維持の 

ために屋外で運動や散歩をする場合は、感染防止に十分配慮してください。 

（３）学校から指示された学習課題に、計画的に取り組ませてください。 

（４）事故等が発生した場合には、直ちに警察、学校等に連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  

さいたま市教育委員会  

指導１課  ８２９－１６６０  

高校教育課 ８２９－１６７１ 

健康教育課 ８２９ー１６７８ 


